
 

                      令和３年９月 10日 

３～６年生保護者 各位  

                  立山町立立山中央小学校  

                           校 長  深 山 慶 太  

 

オンライン授業の実施に向けて（お知らせとお願い） 

 

  初秋の候 保護者の皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃から、

本校の教育活動に温かいご理解とご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。  

 さて、全国的に新型コロナウイルス感染症の感染拡大が継続するなか、本校では、臨時

休業や学級閉鎖等においても児童の学びを保障するために、オンラインでの授業の準備を

進めています。  

そこで、オンライン授業を実施するにあたっての大まかな流れや、留意事項についてお

知らせしたいと思います。  

 

 

【臨時休業や学級・学年閉鎖になった場合】（コロナに限らず、大雪や台風等の際も含む） 

８：15  オンライン朝の会 

 

 

 

 

 

８：30〜９：00  １限目 

９：20〜９：50  ２限目 

10：25〜10：55  ３限目 

11：15〜11：45  ４限目（オンライン帰りの会） 

 

 

 

 

【学校を欠席していても、オンライン授業に参加する元気がある場合】 

８：15  オンライン朝の会 

 

 

 

１限以降〜 ※その日の時間割通りの日程 

 

 

 

 

オンラインになるのは、原則２時間分だけです。（どの時間がオンラインかは、朝の

会で確認してください）その他の時間は、時間割の教科に合わせて自主学習をした

り、指示されたプリントやドリルを進めたりします。なお、帰りの会には参加しませ

ん。翌日の予定や宿題、プリント等は、１７：００までに、タブレットで配信するの

で、忘れずに見てください。１８：００を過ぎても配信されていない場合は、何らか

のトラブルの可能性があるので、学校に問い合わせてください。  

オンライン授業の大まかな流れ 

 

※5 分前には、Google のクラスルームから meet に入って待つようにしてください。

（マイクオフ、カメラオンで）  

※オンラインに参加できない場合は、前日もしくは当日の 8：00 までに、必ず学校に

電話で連絡ください。  

◎朝の会で、1 日の学習の流れと、必要なものについて確認します。  

 

 

オンライン帰りの会で、その日の宿題と、翌日の予定を確認します。学習のことで聞

きたいことがある場合は、帰りの会が終わった後、引き続きオンラインで聞いてくだ

さい。翌日の予定と宿題、配付プリント等は、タブレットで配信するので、当日中に

確認してください。  

必ずしも全ての授業がオンラインとは限りません。

配信のない時間は、調べ学習やプリント、ドリル

等、指示されたことを静かに進めます。  

※臨時休業や学級・学年閉鎖になった場合と同様です。健康が第一ですので、体調不良

の場合は参加する必要はありません。参加の有無を、欠席の連絡と合わせて学校にご連

絡ください。  

 

 



 

 

  

 オンライン学習は、学習の場所が学校から家庭になっているだけで、原則通常の学校生活

と同様です。学習のルールや規律はしっかり守ってもらいたいと思います。  

 

【オンラインでカメラをオンにする前に】 

〇 家庭で授業を受けるということを意識し、整った服装を心がけてください。  

 （推奨服が望ましいです）  

〇 背景に、映り込んだら困るものがないことをご確認ください。  

 （落ち着いて、正しい姿勢で学習できる場所を決めておくとよいです）  

〇 前日のタブレットや当日の朝の会で聞いたものを、確実に準備してください。  

 （教科書、ノート、筆記用具は、言われなくても準備する習慣を身に付けましょう）  

 

【動画の視聴について】 

〇 機器や通信のトラブルで、最初から、もしくは途中から授業が受けられなくなる場合が

あります。オンラインによる授業中、学校に連絡されても担任は電話に出ることができま

せん。オンラインができなくなったときは、教科書を見たり、読書をしたりして、自分で

できることをするようにしてください。  

〇 教科や内容によっては、オンラインがふさわしくない場合もあるので、全てオンライン

にすることはできません。また、オンラインの授業は、画面越しに見たり、聞いたりする

ため、学校での授業に比べると、分かりくい部分があるかと思います。ご了承ください。 

○ 配信された動画の録音・録画・加工等をしたり、それらをメールやＳＮＳ等を介して共

有したりしないようにしてください。  

 

【タブレット端末について】 

〇 タブレット端末は、あくまでも子供たちの「学習のため」に、立山町が「貸与」してい 

るものです。学習以外の目的では、絶対に使わないよう、各家庭でルールやマナーについ  

て確認してください。正しく使われているか、教育委員会や学校が、使用記録（ログ）を  

確認することもありますので、ご了承ください。  

○ タブレットは、家で必ず十分に充電させてから学校へ持たせてください。  

 

※ 学習用コンピュータ（タブレット）の使用に際して、「立山町学習用コンピュータ活用

のルール」を、再度、配付しましたのでご確認ください。 

※ 夏休みにオンライン健康観察を未実施の１、２年生に関しては、今後各家庭での接続確

認を行う予定です。ご了承ください。 

 

 ＜問い合わせ先＞ 

立山中央小学校 教頭 村井 政雄、教務主任 大島 孝明 

（電話）   ０７６－４６３－１２３１ 

（休日、夜間）０８０－２９５８－３５２６ 

おうちの方へのお願い 



 

 


